国の重点支援地方交付金活用事業
令和７年度商品券（スマイルチケット）取扱店募集について
物価高騰等の影響に鑑み、市民生活を支援するとともに、地域における消費を喚起するため、市民及び理科大生に商品券を配布します。
ついては、下記のとおり商品券（スマイルチケット）取扱店を募集します。
１　商品券の内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(1) 実施・発行主体	山陽小野田市
(2) 発行総額（最大）　約２億９千８百万円
(3) 額　  面	１枚1,000円
(4) 発行内容	１セット1,000円券×5枚　を市民及び理科大生に配布
(5) 種　　類　　      発行する商品券１セットのうち
　　　　　           　 専用券（取扱店のうち市内の飲食店、小規模事業者、
タクシー事業者で利用可能）   1,000円券×3枚
　　　　　　　　　　　　共通券（取扱店全店で利用可能）　　  1,000円券×2枚
　　　　　　　　　　　 　　※小規模事業者とは（中小企業基本法より）　
①卸売業・小売業、サービス業については常時使用する従業員が５人以下の事業者
➁製造業、建設業、運輸業、その他の業種（①を除く）については、
常時使用する従業員が２０人以下の事業者
(6) 配布開始　　　　　令和８年６月下旬（予定）
(7) 利用期間	商品券が届いた日から令和９年１月３１日まで
２　商品券取扱店の申込方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「商品券（スマイルチケット）取扱店登録申請書」を下記まで提出
　山陽小野田市商工労働課　☎0836-82-1150　📠0836-83-2604　
[bookmark: _Hlk219823266][bookmark: _Hlk219823285]shoukou@city.sanyo-onoda.lg.jp
　小野田商工会議所　　　　☎0836-84-4111　📠0836-84-4180
　山陽商工会議所　　　　　☎0836-73-2525　📠0836-73-2526
(1) 申込期間　　 令和８年１月２８日（水）から令和８年３月１９日（木）まで
(2) 取扱店の決定	申込書類を審査の上決定
登録事業所には取扱店登録証及びステッカー等を交付
３　取扱店の遵守事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・商品券と現金（電子マネーを含む）との交換は禁止とする。
・商品券の額面以下の利用の場合であっても釣銭は渡さないこと。
　・公共料金、たばこ及び換金性の高い商品（有価証券、商品券、切手、印紙、プリペイドカードなど）との交換はできないものとする。
		・その他の遵守事項については、市ＨＰ又は下記までお問い合わせください。
４  商品券の受取・換金方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・取扱店は利用者から受領した商品券の裏面に店名を記入または押印し、取扱店の預金口座がある指定金融機関に使用済みの商品券を持参し換金するものとする（換金方法の詳細は取扱店登録後に連絡予定）。
・換金は、指定口座へ入金する（現金での支払いはできないものとする）等。
・換金手数料はかかりません。
５  問い合わせ先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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